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管区暼察学校及び道謷察学校嗸部補任用科教科課程教授細目基準及び同巡
査部長任用科教科課程教授細目基準の改正について（通達）

見出しのことについては、「管区管察学校及び道警察学校替部補任用科教科課
程教授細目基準及び同巡査部長任用科教科課程教授細目基準の改正について（通
達）」（令和5年2月20日付け察庁丁教厚発第137号。以下「旧通達」という。）
により示しているところであるが、これらの細目基準を別添1及び別添2のとお
り改正し、令和6年4月1日以降の教養計画から実施することとしたので、効果
的かつ効率的な教養の推進に配意されたい。
なお、本通達の実施に伴い、旧通達は、廃止する。
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（1）

について理解させる。

流、女性、子ども、高齢者、障害のある

務執行の重要性について理解させる。

（2）

（3）

（4）

行していくことの重要性を修得させる。
また、職責を果たすために必要な飲酒

の在り方について理解させる。
高い評価を受けている部内講師によ

重大性を認識させる。

別添1

科目

管区瞽察学校及び道朁察学校瞽部補任用科教科課程教授細目基準

職務倫理

教授要目

訓育

教授細目
時限

計み※ 実習
等

教授目標

職務執行の要としての在り方及び心構
えについて自覚させ、職業人・組織人と
して国民から期待される察官像につい
て理解させる。

職務執行の要
としての在り
方・心構え
国民から期待
される謷察官像 1

最近の情勢
や暼察改革等
を踏まえた職
務倫理の基本

職務倫理の基
本

る。
最近の情勢や♥察改革等を踏まえ、国
民の視点に立った♥察活動の重要性を理

★菜る察官として備えるべき論理
観、道徳観をかん養するとともに、職務
倫理の具体的実践事例から行動規範であ
る職務倫理の基本について理解させる。
職務倫理の基本について、意義、目的

及び内容等について学習させ、部下を管
理し、自ら基本を実践するための心構え

特に、民事問題等に対する警察の立場
や、世界人権宜言等の人権の国際的潮
人、部落差別（同和問題）、外国人等に
「関わる各種人権課題と人権に配意した職

誇りと箯命感

瞽蔡活動遂荇
上の倫理観

監察事例と教
訓

持ち、確固たる使命感を培い、職責を遂
1：

「職務倫理の具体的実践事例」の講
義により、職務に対する「やり甲斐」を
実感させ、倫理観の醸成を図る。

非達事案を踏まえた執務資料等によ
り、最近の業務上の非違事案（重点課題
に関するもの）の発生原因、背景及び事
案に対して通常とられる懲戒処分等の措
置や刑事事件の処理について理解させ、
非違（規律違反） 行為がもたらす事態の
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フバランスの推進の重要性を認識させる

働きやすい環境構築の重要性を認識させ

何を求め、何を期待しているかを認識さ
せるとともに、他の職業に求められる倫

えられている権限の重みを理解させる。

重要性について理解させる。

た業務改善の重要性等について理解させ

職務を適正に遂行していく上には、そ

ことを理解させる。

外者との交際の在り方が問題となること
を認識させるとともに、ライフサイクル

働きやすい勤
務環境の構築

薬に対する
国民の要請

（7） 適性かつ積極的な察活動・
苦情の適正な処
理

堅実な私生
活

7i） 堅美な私生活

非達事業の防
止

合計

女性職員の活躍と全職員のワークライ

とともに、各種ハラスメントの防止等、

る。

部外評師の講義により、国民が贅察に

理を知ることにより、自らの職務倫理に
ついて考察させ、「国民のための贅察」
の在るべき姿及び全体の奉仕者として与

贅察活動を実施していく上で、相手の
立場や心情を洞察することの大切さを認
識させ、適正な職務執行及び市民応接の

また、察法等で定める苦情の意義、
苦情該当性の組織的判断、苦情を活かし．

事例等の問題点、原 、防止策等を討議
させ、適正かつ積極的な職務執行及び市
民応援の重要性について修得させる。

の基盤として堅実な私生活が求められる

職務に精減する上で、ギャンブルや部

プランの掛立及び見直しの意義や重要性
を認識させ、堅実な私生活の重要性を理
解させる。

私生活についての想定に基づいて、その問題点、原因及び防止策等を討議さ
せ、堅実な私生活の重要性について修得
させる。

視職竟教材等を用いて、最近の私行上の非違事案の事例（例：飲酒を伴うも
の）を具体的に認識させ、職務倫理の重
要性を理解させる。
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判例に基づいたケーススタディーを行
うことによって、各項目の基本的意義を
理解させる。

について理解させる。

過失の注意義務について理解させる。

ついて理解させる。

ついて理解させる。

科目

教授要目

刑事法

瞀察行政法

法学

教授細目

刑法
ア 違法性阻
却事由
イ責任

（2）

故意と過
失

エ 未遂犯

ア

イ

荊事訴訟法
逮捕

捜索・差
押え

暼察法

（2）

（4）

警蔡菅職務執
行法

国家賠償法

時限
教授目標

意義と一般原理、正防衛、緊急避
難、正当行為について理解させる。
青在能力の意義、心神喪失と心神耗

弱、責任能力の判断基準、刑事未成年者

故意の意義、、種類、未必の故意、適失の意義、認識ある過失と認識ない過失、

栄養の意義、着手未遂と薬行未遂、
中止未遂と障害未遂について理解させ
る。

各種逮捕の法的見解をめぐる判例の見

置、処分等に関する判例の見解、動向に

察行政を司る基本法について理解さ
せる。
民事問題等に取り組む醬察の在り方を
理解させ、1条「法律の目的」、2条
「察の責務」、.3条「服務の著の内
容」、4条「国家公安委員会の設置及び
組織」、5条「国家公安委員会の任務及
び所掌事務」：36条「都道府県察の
設置及び責務』、38条「都道府県公客
委員会の組織及び権限」、47条「贅視
庁及び道府県察本部」について理解さ
せる
4案「避難等の措置j 5案「罪の
予防及び制止」、7条「武器の使用」に

概要を認識させ、警蔡関係薏莧蔯述手
続の体系、聴聞及び弁明について理解さ
せる。

概要を認識させ、、公権方の行後、営道物管理瑕疵に基づく損害賠償について理
解させる。



げて説明した上、相談を受けた場合にお

10110

民事法

合計

民事法 民事法の指導理念である公共の福祉、信義誠実、権利の濫用禁止と民事法の特
色である私有財産権、契約自由の原則に
ついて理解させる。また、民事法と刑事
法との相違点、民事事件の中に潜む刑事事
件への発展要素の把握について事例を挙

ける処理あっせん方法（公立の相談所制
度等）について理解させる。

4
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部下に対する指導要領について理解させ

の留意事項について理解させる。

長としての対応の在り方について理解さ

の概要について理解させる。

の対応の在り方について理解させる。

の対応の在り方を理解させる。

新たな刑事司法制度について、これを踏

重要性について理解させる。

科目

教授要目

基本実務

基本実務

教授細目

（1） 受傷事故防止
対策

（2）

（3）

（4）

蜜置管理をめ
ぐる課題

警察会計をめ

ぐる課題
生活安警察
をめぐる課題

地域謷察をめ
ぐる課題

（6）

77）

（8）

荊事瞀察をめ
ぐる課題

組織笵罪対策
をめぐる課題

交蓪警察をめ
ぐる課題

警備瞀察をめ
ぐる課題

新たな刑事司
法制度の概要

国際的な警察
活動

5

時限
教授目標

警察活動の各分野を取り巻く課題、問
題点等について理解させる。
殉職・受傷事案の発生原因、背景等を
踏まえ、受傷事故防止に関する諸対策と

る。
交通検間等の現場を想定し、受傷事故
防止要領について修得させる。

■適正な密電業務を行うために、査と留置の分離の意義のほか、逃走事故防止
や被留置者の人権に配慮した業務推進上

適正な会計経理の遂行を図るため、検
査及び監査、捜査費経理について理解さ
せる。
一生活安薬の現状及び当置の課題を
認識させ、生活安全管察運営の在り方を
理解させる。
初動簪察刷薪強化の取組の持続的推

進、交番等襲撃事案が連続発生した状況
を踏まえた安全対策の在り方等、地域管
察の現状及び当面の課題を認識させ、係

せる。
現在までの刑事察の歩みを説明した
上で、最近の犯罪情勢の特徴と当面の課
題を理解させる。
組織狛罪対策の現状と当面の課題、狙
罪収益移転防止法、組織的犯罪処罰法等

交通警察の現状を認識させ、交通法容
改正要点、交通指導取締りの必要性、受傷事故防止要領を認識させ、係長として

警礌警察の現状、経済安葆障等を
めた当面の課題を認識させ、係長として

取調べの録音・録画制度を始めとする

まえた係長としての対応の在り方、制度
の背景や意義、察捜査への影響等を理
解させる。「訪日外国入等が我が国の良好な浴安を
体感できる環境備や、国際協力推進の



12）

2
活動や支援活動等について修得させる。

事項等について理解させる。

及び適正な処理等について理解させる。

理解させ、その対応について修得させ

（16）

情報セキュリ
重要性について認識させる。

3

1715 2
※
に含めないものとする。

宛霏被舊著等
支援

罪被害者等の入権への十分な配慮
負担の軽減の必要性や心身の状況等の理
解を深め、狙罪被害者等に配慮した捜査

（13）

の対応要領
ア人身安全
関連事案へ
の対応
被害届

告訴・告発
の取扱い

人身安全関連事案への対応要領、留意
1

イ 迅速・確実な被害届の受理について運
解させるとともに、告訴・告発の意義、
効果、要件、事件相談受理上の留意事項

14） 情報公開・個

人情報保護

情報公開・痼入情報葆護制度の概要を

（15）

ティ対策
サイバー事案

対処に必要な基
礎的知識

「察における情報セキュリティ対策の

サイバー塗間の脅威情勢、、サイバー事案対処に必要となる基礎的な知識につい
て理解させる。

（17） サイバー攻撃 サイバー攻撃の脅蔵とその対策につい
概論 て理解させる。

合計
教授細目の（4）から（9）までについては、それぞれの専門実務を専攻する入校生を教養対象
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（4）

78）
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科目

教授要目

初動警察及
び初動捜査活
動並びに捜査
指揮

捜査実務

教授細目

＝直責任者等
としての事案発
生時の初動營察
及び初動捜査活
動並びに捜査指
揮要領

5）

76）

（7）

荇方萌者発
見活動要領

葆護

少年事件捜査
手統、
変死体の取扱

い要領
茭蓪事故蓴件

捜査要領
災害発生時の

初動対応要領
現場対忘措置
及び現場対応指
揮

79） 無線通話・通
·指令訓練等

ア通·指令
機器の機能
説明

イ通信指令訓
練等

Y

時限
教授目標

計講義実習等

当直責任者等としての初動替察活動・
IO 指揮要領について理解させる。

当直責任者や当直幹部としての心構
え、事案発生時の初動管察及び初動捜査
活動並びに捜査指揮要領について理解さ
せるとともに、当直時の事案対応要領に
ついて修得させる。

屋内及び屋外の想定事件に基づいて、
直責任者や当直幹部としての重要事件

1 の初動捜査指揮要領について修得させ
る。
行方不萌者の種別、特異性判断の着眼
点；届出受理時の措置、発見活動要領を
修得させる。
適用法容、態様別の保護要嶺、葆蘐蒔
の留意事項について修得させる。
少年事件の捜査・調査手続及び留意事
項について修得させる。

菱死体現場における軍件性判断の着眼
点及び捜査指揮要領について修得させ
る。
ひき逃げ事件現場に臨場した場容の理
査指揮要領について修得させる。
一自然災善及び事故災善発生時の初動対
応要領について修得させる。
第一線の現場の取扱い状況や教訓とす

部補として必要な事案対応要領を修得さ

地域察デジタル無線システムの機能
（GPS機能、文字情報等）を始め、通言
指令機器の機能を理解させる。
替察署通．指令室における無線手配要
領及び緊急配備時の効果的な指揮指令等
要領を修得させる。また、現場責任者と
して、急訴事案を認知した場合における
現場指揮要領及び至急報告要領を修得さ
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（1）

（8）

12 5.5 6.5 及びその指揮要領等について理解させ

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1

留意事項を理解させる。

0.5

について理解させる。

0.5

要領について理解させる。

扱い及び保管管理について理解させると

の価値判断について理解させる。

0.5

捜査手繞指
揮

（2）

捜査指揮・管
理
緻密かつ適正
な捜査の推進

73）※ 職務質間、デ持品検査

（4） 被疑者の書田
し、任意同行

（⑤） 逮蒱

7⑥） 瘦索・差挿
え・検証

（7） 証拠

適正な取調べ
の在り方

8

現場における使用頻度の高い捜査手続

る。
捜査幹部としての指揮の基本、捜査管
理の基本等について理解させる。

適正捜査の意義・重要性、基礎知識について理解させるとともに、無罪・誤

種定に基いて、緻密な捜査を徹底し、適正捜査活動を行うための指揮要領
を修得させる。
職務質問及び職務質問に付随して行う

所持品検査の問題点及び適正な刑事手続

種定に基うき、職務質問、所持品検査の実施要領等について修得させる。
■被疑著の割出し、在意同行の春指揮

想定に基づいて、被疑者の割出し、任
0.5 意同行の捜査指揮要領について修得させ

逮捕要・蜜置要の判断基準とその
措置要領及び適正な手続について理解さ
せる。
一想定に基づいて、現行苑逮捕の要祥を

0.5 検討させ、適正な現行逮捕について修
得させる。
裁判事例等に基づいて、捜索・差押

え・検証の請求をめぐる問題点及び適正な刑事手続を理解させる。
想定に基づいて、素・差押え・証

0.5の指揮要領について修得させる。
『証拠の紛失、改ぎん等が捜査・公判

に与える影響」、「証拠価値の保全、個
人保管の禁止」等、証拠物件の適正な取

ともに、事件捜査で扱ら各種証拠のう

ち、人証・物証をめぐる問題点及び証拠
適正な取調べの在り方について体

取調べ監督制度等の各種の取調べ適正化
施策について教養し、適正な取調べに係

る意識の向上を図る。また、取調べの録音・録画及び代表者聴取について理解さ
せる。

想定に基づいて、被疑者取調べを適正
0.5 に行うため、捜査幹部としての指揮要領
について修得させる。



3

※

（9）

まとめ

3 3

の技法を含め、心理学的知見を踏まえた

0.5.0.5 の留意事項等について理解させ、実習を

的な情報分析の手法を習得させるととも

務の活用方法について理解させる。

デジタル・

（3） ネットワーク
について理解させる。

3114.5 16.5

取調べ要領

（io） 接莧茭蓪

情報分析手
法及びデジタ
ル：フォレン
ジックの基礎

7I）

送致、軍在の

情報分析手法

記憶の過程及び記憶を想起させるため

取調べ手法、録音・録画を実施する場合

通じて効果的な発問方法等を修得させ
る。

想定に基づいて、被疑者の適正な処運：及び接見交通の在り方について修得させ
る。
※想定に基づいて、送致害、罪事実、
狙罪の情状等に関する意見の書き方、事
件捜査の終局的段階における被疑者と狙

2 行の結びつき、捜査書類、証拠等について検討し、補充捜査の指揮及び送致手続
を修得させる。
また、微罪処分、簡易送致手続等につ

いて修得させる。

防苑カメラ等の画像、携帯電話の通話
履歴等の迅速かつ確実な収集の必要性に

に、贅察共通基盤システムによる各種業

「（2）
フォレンジック
の基礎

デジタル・フォレンジック（罪の立
証のための電磁的記録の解析技術及びそ
の手続）を捜査へ活用することの必要性
について認識させるとともに、捜索、差
押え時のパソコン等の取扱要領、検証
（実況見分）時の留意事項等について理
解させる。

解析技術、

イジターネット及び小規模ネットワー
（LAN） 等のネットウークに関する技術

合計
教授細目基準時間に下線で示した教授細目では具体的な失敗対処方法について指導すること。
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7 5 2
（1）

0.5

0.5

（4） 心の健康づく

への適切な対応等についても理解させ

各分野の専門家として現場を統括し、

理解させる。

務管理全般について理解させる。

対するモチベーションの向上に資するた

する教養の重要性・必要性について理解

りや部下の仕事に対するモチベーション

インケアの重要性を理解させる。

する団体の目的及び最近の傾向を明らか
にするとともに、これらに対する対応要
領について理解させる。

道機関との対応要領等について理解させ

7

■科目

教授要目

瞽部補の職務

合計

「警部補の職務

教授細目
時限

計認後 実習等

響部補の立
場、役割

（②） 業務管理、勤
務時間管理

（3）. 部下の管理

75）

（6）

り

職務蓴念義務

報道への適切
な対応

教授目標

職務執行の要としての警部補の立場と
役割を自覚させ、業務管理、部下の管理
要領について修得させるほか、報道機関

る。

自ら率先して業務に当たる職務執行の要
としての部補の立場及び役割について

の野菜に痛とこの質のまえを軽
10.5業務及び部下の管理等について修得させ
る。

想定に基づいて、業務管理要領、勤務
10.5時間管理要領について修得させる。

嵐通しの良い職場作りや部下の仕事に

め、身上把握の重要性、適正な実績管理
の在り方及び業務上の失敗への対処に関

させる。
想定に基づいて、嵐通しの良い職場作

の向上に資するため、身上把握の重要性及び適正な実績管理の在り方について修
得させる。

職場におげる心の健康づくり、特にラ

警茶職務に優先して行動、服花を要求

報道の仕組み及び報道機関の特質と機
能について説明し、当直体制における報

る。
5 2



2

3

（1）

に関する法律

（1）

（2）

0.510.5
方について理解させる。

7:55.5 2

0.5

理解させる。

について理解させる。

2

3

1

2

2 1

領について理解させる。

科目

教授要目

生活安全響

察総論

罪等の被
害未然防止活
動

所管営業の
適正化

生活安全実務

教授細目

生活安全♥察の組織と運営

概論 （基本事
項）

（2） 防宛対策

73）

（④）

75）

変安心まち

づくり
迷惑防正案
例、軽犯罪法及
び特殊開錠用具
の所持の禁止等

入寡荄蘭運
事案への対応

古物営業、質
屋営業

響備業、探質
業

/

時限

計講短
教授目標

生活安全響察の特性、運営方針、生活

安全係長としての適正な業務推進の在り

罪等の予防活動について理解させ
る。

論（社会安全政策、防犯環境設計等）及
び事例を通して理解させる。

自転車盗、

取所等対象強盗事件の防止対策、子ども

を罪から守るための対策、ひったくり防止対策、特殊詐欺対策等の市民生活に
身近な罪対策について理解させる。

安安心まちっくり（環境設計による
狙罪防止）の具体的推進方策等について

迷惑防止条例（痴漢・盗撮）軽貊罪
法及び特殊開錠用具の所持の禁止等に関
する法律について、取締り上の留意事項

人身安全関運事案を認知した際の配意

いて理解させる。
-想定に基づいて、。、人身安全関蓮事案～
の対応要領、留意事項等について理解さ
せる。
所管営業の適正化を図るため、許可、
指導監の在り方等について理解させ
古物営業法及び質屋営業法に定められ

た古物・質屋営業の許可手続、立入検、罰則等古物・質屋営業に対する法規
制及び指導監督要領について理解させ
る警備業法及び探積業の業務の適正花に
関する法律に定められた備業の認定及
び探偵業の届出受理手続、立入検査、行
政処分、罰則等の法規制及び指導監瞀要



4

（3）

（1）

（3）

10 8

2

2

2

12

1

2

年等に関する処遇について理解させる。

について理解させる。

の基本を理解させるとともに、過去の

1

少年朁察活
動

2）

（④）

（5）

嵐穃営業等

少年関係法制

一般的活動並
びに少年の非行
防止及び保護の
ための活動

莧蕫虐待防止
対策

少年事件の捜
査要領

ア 少年事件
捜査の基本

イ 少年事件
捜査要領

福祉苑の捜査
要領

風俗営業等について、その違反態様、風営適正化法に基づく適正な立入り等に
よる指導監督要領、適正な許可及び行政
処分要領、暴力団排除による風俗環境浄
化対策等を理解させる。
想定に基づいて、適正な許可事務を遂

行するための許可の手順、許可基準、法

の解釈運用基準等を理解させ、許可の適否の判断能力を修得させる。

少年警察活動について理解させる。

少年法、児童福祉法、少年警察活動規
則等、基本的な法制の概要並びに非行少

一少年審察活勤の基本となる少年簪蔡活
動規則を理解させるとともに、少年相
談、継続補導、被害少年の継続的支援、
有害環境浄化活動等の活動の実施要領及
びいじめ問題への対応を理解させる。
児童虐待事案における児童の安全確認

及び安全確保を最優先とした対応、関係
機関との連携、被害児童に対する支援等

少年法、少年暼察活動規則及び犯罪捜
査規範に定める少年審判、少年事件捜査

「非行なし事案」、 「誤認逮捕事案」を
活用して、その防止方策を理解させる。

少年被疑著逮捕に係る留意事項、少年
事件簡易送致の適用基準、触法少年・ぐ
3少年事件の調査要領について理解させ
る。
歩年事件の想定に基づいて、年齢の確
認、非行事実の認定、身柄及び証拠物等
の措置、取調べにおける供述の任意性・

1. 信用性の確保、送致等措置の選別、処遇意見の決定等に関し、少年事件の適正な
捜査要領を修得させる。
児童買春・児童ポルノ禁止法を始めと
する福祉犯取締り関係法令と違反態様及
び端緒把握要領を理解させるとともに、
想定事例に基づいて、福祉の捜査要領
を修得させる。



6

7

8

外国人労働

13

3 2 1
（1） 銃砲刀剣類の

1.5

（2）

（3）

0.5

3.5

ない範囲内での負担軽減措置等について
理解させる。

について理解させる。

想定に基づいて、

1.52

2

1.5
外国人労働者に係

1

1

0.5

6

0.5

1

銃刀・火薬
類対策

風俗関係事
狙の取締り

者に係る雇用
関係事狙の取
締り

生活経済事
狙の取締り.

種別と規制

火薬類の種別
と規制

夹薬類蘭係事
狙の取締り

銃刀法に定められた銃砲刀剣類の定
義、規制内容（仮領置等含む♪）、適正な

許可・届出事務、登録、立入検査実施要領、各種行政処分実施要領、罰則、新た
な時代の要請に応じた危害防止上問題の

想定に基づいて、適正な許可事務を遂

-行するための許可の手順、許可基準、法0.5 の解釈運用基準等を理解させ、許可の適
否の判断能力を修得させる。
■天取法に定められた火薬類の定義、類

制内容、適正な許可・届出事務、立入検査実施要領、危険性、措置要領、罰則等

無許可譲渡等火薬類
0.5 関係事犯の基本的な捜査要領を修得させ

風俗関係事狙の捜
査要領 風営適正化法違反（無許可営業、禁止区域等営業等）及び売春事処、わいせつ

事犯、ゲーム機等使用賭博事犯等風俗関
係事犯の態様と捜査要領を理解させる。

想定に基づいて、風営適正化法違反

（無許可営業、禁止区域等営業等）：売1.5 春事処等の捜査要領と行政処分の上申要
領を修得させる。

る雇用関係事の捜
査要領

不法就労助長罪等外国人労働者に係る
雇用関係事狙の態様、人身取引事の現
状と一連の捜査要領を理解させる。

想定に基づいて、丙價捜査、外国人労
働者の身柄の措置要領及び突き上げ捜査
要領を修得させる。

利殖勧誘事犯の相談受理要領、特定商

取引等事処、ヤミ金融事処等の捜査要
顔、犯非利用日座凍結のための金融機関
への情報提供要領を理解させる。



9

10

19

（1）

1

金融機関への情報提供等の犯行ツール対

4

（3）
不正アクセス禁止法のほか、関係する法

413110

サイバー事
案対策

特別講座

合計

利殖勧誘事犯
捜査要領

（2） 特定商取引等
事犯捜査要領

（3） ヤミ釡事貊捜
査要領

（4）

75）

（⑥）

葆徢衛生事貊

の捜査要領
環境葷貊捿査

要領
知的財産権侵
害事捜査要領

利殖勧誘事処に係る相談対応の基本
（講ずべき察措置）_、相談者からの聴
取事項、関係資料の収集等相談対応要
領、事処認知の着眼点を理解させるとと
もに、想定事例に基づいて、相談対応要
領、各事犯認知の着眼点・捜査要領及び金融機関への情報提供等の狙行ツール対
策要領を習得させる。
特定商取引等事処の取締りの必要性、
規制概要、違反態様、相談対応要領、事
犯認知の着眼点を理解させるとともに、
想定事例に基づいて、相談対応要領、各
事認知の着眼点・捜査要領及び金融機
関への情報提供等の犯行ツール対策要領
を習得させる。
”貸金業法及び出資法の取締りの必要
性、規制概要、違反態様、相談対応要
領、事処認知の着眼点を理解させるとと
もに、想定事例に基づいて、相談対応要
領、各事認知の着眼点・捜査要領及び
策要領を習得させる。
薬事法・医師法をはじめ主要関係法令
と取締りの必要性、違反態様、捜査要領
等を理解させる。
廃棄杤軍貊及び軔閶待等事苑の取締
りの必要性、違反態様、捜査要領等を理
解させる。
営業秘密侵害事犯や偽ブランド事犯等
の取締りの必要性、違反態様、捜査要領
等を理解させる。

（2）

サイバー事業
対策概要.
サイバー事業
捜査要領

サイバー事案
関係法

特別講演

サイバー事案の美践的な捜査手法・要
、コンピュータ・ウイルスによる遠隔

使用した実習により、サイバーパトロー
ル等、捜査情報の収集方法について理解
させる。
サイバー事案に関係する法として、

と捜査手法等の概要を理解させる。

部内外の生活安全審察に係る知識、経験を有する者の講義により、生活安全係
長としての目標及び知識、感性を醸成す



15

2 2

2
管理・運営 6

（1）

73）

3

11 8

2

3
（1）

2

の役割について理解させる。

向けた取組みの必要性について理解させ

重要性等について理解させる。

領について理解させる。

在り方を理解させる。

関係書類や証拠物件の重要性を認識さ

適正管理のための具体的な留意事項を理

について理解させる。
職務質問の現状、重要性について理解

取扱いについて理解させる。

科目

教授要目

地域瞽察概
論

地域実務

教授細目
時限

計講後実習

（1）

（2）

地域瞽察の現
状と当面の課題

交番所長、統
括責任者（ブ
ロック長）の役
割・重要性

地域警察の 2

地域警察の基本勤務管理
勤務計画と配

置運用要領

業務管理

地域警察活
動

職務質問の技
能向上

（2） 巡回運絡の効
果的推進と巡回
連絡カードの適
正な取扱い

教授目標

地域替察の現状と課題、交番・駐在所

地域♥察の現状と問題点を踏まえ、地
域替察の現場執行力等実務能力の向上に

10番度内容県経類の地膜農等の講演に
よる交番所長、統括責任者（ブロック
長）としての立場、役割及び勤務規律の

地域察の管理・運用要領について理
解させる。
地域瞽察官の勤務制度及び勤務管理要

沼安情勢や活動重点勤務員の特性に
応じた交番、ら用無線自動車単位の動務計画の策定、交番等のブロック運用要
領及び勤務変更等具体的な計画、運用の

交番・駐在所等におげる業務全般、特
に地域処理事件等の適正管理の重要性、

せ、毀棄・隠匿事案の防止の観点からも

解させる
真体的軍例を踏まえて、適正な巡視、

勤務管理、捜査書類等の管理、個人情報の管理、指示・教養等の在り方について
修得させる。

各種地域響察活動において、交番所長
として必要な取扱要領、業務管理要領等

させるとともに、警祭庁指定広域技能指
導官等の講義により自らの技能向上と部
下に対する指導の要諦を理解させる。
※想定に基ういて、職務質間、所持品
査、任意同行の問題点、具体的手法、抗
議：苦情への対応等について修得させ

3商連絡の首所、賞要性及び効真約を推進方策並びに巡回連絡カードの適正な



（3）

（5）

4

（1）

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

2

1

16

時における留意事項について、過去の教

及び事故発生時の対応等を理解させる。

1
え、事前準備の重要性を理解させる。

1

（4）

7⑥

通．指令

遺失歾、拾得多取扱要領
遺失物法
交番における

相談取扱要領

1

醬察車両等の
活用
ア活動上の留
意事項

イ 緊急走行時
の留意事項

ウ¥警察用航空
機との連携

雜踏瞽備実葹
要領

事案対応時の
留意事項

通信指令

遺失物法の制度概要や取扱いの流れに
ついて理解させる。交番における各種相談受理の重要性、
基本的心構え、部下に対する指導教養及

び具体的な措置要領、特に恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案や児童・高
齢者虐待等に係る相談の対応要領につい
て理解させる。

さら用無線自動車」ら用単車等贅察
車両運用時における事故防止上の留意事
項及び留意すべき法令等について理解さ
せる。
蘩愙走行による現塲醢塲及び道跡活動

訓等も交え理解させる。

警察用航空機とヘリコプターテレビジ
ステムの有効性、通信指令室・関係部門
との連携及び効果的活用事例について理
解させる。

所管区等の地域におげる禁礼に係る雑
踏管備に関する基本的心構え、留意事項

区所持事案や多人数のトラブル事案
等への対応時等受傷事故が発生する要因
がある事案に対し、入電から現場臨場ま
での心構え、配意事項、携行資機材及び
臨場の際の留意事項等について、理解さ

生要因、防止に向けた現場での留意事
頃、部下への指導方策について理解させ

山岳遭難、雪高、鳥インプル番

機材及び関係部門との連携要領等につい
て理解させる。
入校生の体験に基づいた教訓事例の発
表及び討論を通じて、事案対応時の心構

通信指令業務の理解及び110番等受理要
領について修得させる。

通信損会の役割・重要性、通指令室の通機能及び緊急配備実施要領につい
て理解させる。



5

6

ステム
（1）

（3）

（1）

3

15 8

1

1

2

1

7

1

1

1

1

1

応要領について理解させるとともに、通

想定に基づいて、

地域瞽察デ
ジタル無線シ

事件の措置
及び捜査書類
の作成

72）” 110番等受理ア受理時の留

イ
意事項
110番等受
理要領訓練

（2）

データ端末及
び表示端末の機
能
動態膂理装v
による各種情報
の受理及び送備
要領

蘩愙蓜蒨対篆
事案発生時の対
応要領

（②）

（3）

現行犯逮捕事
件

緊急逮蒱事件

葡募書式例軍
件・微罪処分事
件

（4） 薬歾蓴貊等

75* 茭蓪法笭薘反
事件

1

//

1

110番及び察署への通報受理の重要性
及び事件・事故等の通報に対する聴取事
項、申告者に対する配意事項等適切な対

報者から皆察活動に必要な情報の聴取要
領について修得させる。
朁察署通宿室配備の動態管理装置の操

地域察デジタル無線システムの概要
及び主な機能、活用方策を理解させる。

動態瞖理装置に送言された携帯型端末

送信要領を実技訓練を通じて修得させ
る。
愙訴事案発生時における携帯型端末か
ら動態管理装置へ送信された各種情報の
把握及び緊急配備発令に伴う察官の迅
速的確な配置要領等動態管理装置を用い
た効率的な指令要領について想定事案に
基づき修得させる。
地域響察官が取り扱う事件の措置及び

具体的な捜査書類の作成要領について理
解させる。
傷害事件の被疑者を現行逮捕した場

合における措置要領を理解させる。
想定に基づいて、一連の捜査書類の作
成要領を修得させる。
盗事件の被疑者を緊意逮捕した場容
における措置要領を理解させる。

・運の捜査書類の作
成要領を修得させる。
地域警察官の取り扱う商募書式、微罪

処分の措置要領を理解させる。

の作成要領を修得させる。
薬物事苑及び銃器軍の検挙に際して

の措置要領を理解させる。

一連の捜査書類の作

交通法笭薘反苕認事件：無免許運転軍
件及び飲酒運転事件の措置要領（ひき逃
げを含む。）を理解させる。

成製富を電させる。重の観議類の確



※

（6）

（8）

（9）

特別講演

1

1

2 2

1

1

について理解させる。

理解させる。

処理の過程において、特に留意しておく
べき事項について理解させる。
あらゆる事案に対応する現場責任者と

412615

少年事件

（う）

外国人犯罪蠺識活動

適正な事件処
理

特別講座

地域響察官として比較的取扱いの多い
少年事件の非行なし事例を通して、問題
点及び防止対策等を理解させる。

米法残留等、外国人貊罪捜査の蜜薏点

現場鑑識活動の重要性及び蜜意事項を

想定に基づいて、現場鑑識活動の真体
的な措置要領を修得させる。
事案に即した逮捕種別の判断、誤認逮

捕の防止や証拠物の取扱上の留意事項等
過去の教訓を踏まえ、地域警察官が事件

外講師等を招へいし、講演を行う。
合計
教授細目基準時間に下線で示した教授細目では具体的な失敗対処方法について指導すること。



2

3

4

（1）

（3）

（1）

73）

（1）

（2）

4

2

3

1

2

1

1

5

1

32

1

17

効率的に進めるための心構えを理解させ

の具体的な留意事項を理解させる。

留意事項について修得させる。

について理解させる。

留意事項を理解させる。
事実認定の重要性及び基本原則を理解

拠に基づいて判断する作用を理解させ

させるとともに、認定上の留意事項につ

要する事実について説明し、情況証拠に
よる事実認定の方法を理解させる。

科目

教授要目

捜査運営

事実認定

告訴・告発
の取扱い

現場鑑識及
び死体観察

刑事実務

教授細目

（2）

捜査指揮

獲香と公判

瘦査の谷理

化・効率化

「（②）

事実認定の原
則

捜査における
事寒認定の方法
情況証拠によ
る事実認定

捜査要領

現場鑑識活動

ア現場鑑識
指揮要領

イ鑑識資料
の立証措置

死体観察

時限

等

教授目標

刑事係長として、捜査活動を円滑かつ

る…
指揮の基本、指揮の法則、捜査指揮上

想定に基づいて、捜査軍上の真体的

※公判手続の概要、硬査により得られた
証拠物の証拠能力と証明力に関する問題

捜査の谷理化・効率化の意義・童要
性、合理的・効率的な捜査を行うための

させ、事実の存否、犯行主体の真備を証

る。
事実認定の重要性及び基本原則を認識

いて理解させる。
一判例等を引用し、自首の在意性及び自

告訴・告発の受理、処理に関し、適切
な告訴・告発の取扱要領を理解させ、専
門的知識技能を修得させる。
想定に基づいて、告訴・告発の基本的
心構え、受理上の留意事項、迅速・適正
な捜査要領を修得させる。
事件現場における鑑識活動及び死体観
察要領を修得させる。

現場鑑識活動における係長としての
心構名と指導要領を理解させる。
無罪事件等から見た鑑識上の問題点、
面の課題を認識させ、指掌紋、足痕
跡、DNA型鑑定資料等現場鑑識資料の
立証措置を理解させる。

穣視等の順序、死体観察美施上の着眼
点及び死因別自他殺鑑別要領等を理解さ
せる。



73）

（1）

73）

75）

14 7

2

1

20

1

7

等について理解させる。

置等についても理解させる。

定等について理解させる。

要領等について理解させる。

1

5 各種事件捜
査

（②）

（4）

菘谷演習

強盗事件捜査
要領

領

特殊軍件捜査
要領

窃盔事件捜査
要領

〒豚事件、横
領事件、手形・
小切手等犯罪捜
査要領

視臓資教材を利用して、検視等の順

序、死体観察実施上の着眼点及び死因別自他殺鑑別要領等を修得させる。
交死体の存在する事件現場を設定し、

2 現場鑑識霧領、鑑識資料の立証措置要領、死体観察要領を修得させる。
各種事件における初動措置要領及び捜
査要領等を理解させる。
認知時の初動措置、捜査体制の確立、

捜査方針の樹立、現場検証で得た資料に
基づく捜査要領等について理解させる。

※定に基づいて、認知時の初動措置：
捜査体制の確立、捜査方針の立、現場1 検証で得た資料に基づく捜査要領等につ
いて修得させる。
性須罪査の特質、被害の受理要領、
初動捜査の実施要領、捜査方針の掛立、
継続捜査の推進要領、取調べの留意事項

一想定に基づいて、性、罪の構成要件と

擬律判断、認知時の初動措置、被害者調書作成上の留意事項、被害届出後のアフ
ターケア等について修得させる。
茨菼事件認知蒔の初動措置美況莧夯
（検証）要領、火災原因の種別と放火・
失火の判断要領、捜査方針の立等につ
いて理解させるとともに、大規模事故事
件、有毒ガス発生事案の認知時の初動措

7身の代目的誘事件及び人質立てこ

領、身の代金要求への対処要領、報道協

想定に基づいて、認知時の初動措置、
2 通信機材の活用要領、初動捜査の実施要
領等について修得させる。
一盗事件の現況、積事例から見た簡
題点、基本的な盗対策、具体的な捜査

げ捜査要領等について修得させる。

被害届受理時の擬律判断及び強制捜査
の判断要領等一般的捜査事項について理
解させる。
許取事件の想定に基づいて、：、丙磧香

要領、捜査指揮要領を修得させる。
横嶺軍件の一般拽香軍項・蜜意事項
及び手形、小切手をめぐる処罪の態様と
捜査要領等について理解させる。



（6）

6

（1）

（3）

（4）

75）

2/

14 6

0.5

に関する情報の
0.5

8

組織犯罪対策の重要性、情報収集活動

その分析結果に基づく戦略的な取締りに

要性について理解させる。また、組織的

等について理解させる。

交換制度等について理解させる。

支援について理解させる。

1

組織犯罪対
策

（2）

賄賂犯罪・選
挙犯罪捜査要領
ァ賄賂犯罪
の情報収集

亻選挙狙罪
の態様
ウ 選挙狙罪
の情報の横
討、捜査要
領

組織犯罪に係
る情報の収集・
集約及び分析

疑わしい取引

活用

募方団対策

ア 暴力団、匿
名・流動型・グ
ループ対策

賄賂犯罪の態様、情報収集等端緒情報
把握要領を理解させる。

選挙罪の主な態様、警香・取締りの

て、内偵捜査方針の掛立、内復捜査、取
1調べ及び裏付け捜査要領を修得させる。

の組織的な実施・管理の必要性及び組織
処罪に関する捜査要領等を理解させ、専
門的知識技能を修得させる。
情報収集活動の組織的な実施・管理等

により、組織犯罪情報を収集・集約し、

より、犯罪組織を弱体化・壊滅させる必

罪処罰法に基づく捜査手法の活用要領

「罪収益移転防止法に基づく疑わしい
取引の届出制度、疑わしい取引に関する
情報の分析・活用要領、外国FIUとの情報

暴力団及び匿名・流動型処罪グループへ
の対策の基本事項である実態解明及び取
締り、暴力団対策法の効果的運用、暴力排除活動の推進及び暴力団犯罪被害者等

幕力団対立抗争事件及び暴力団員等に
よる不当要求事案の想定に基づいて、捜
査要領等を修得させる。

イ 暴力団狙
罪捜査

特殊詐欺事
件捜査

ア 現状と捜
査手法

イ 捜査要領

特殊詐欺の現状と特質、捜査手法、捜
査要領等について理解させる。

特殊詐欺事件の想定に基づいて、「だ
まされた振り作戦」等の現場設定型捜査
の実施要領について修得させる。

薬軔銃：范霏
捜査
基本的捜
査要領

薬物関係法令及び銃器関係法令の違反
態様とその立証方法、基本的捜査要領並
びに薬物銃器罪における適正捜査につ
いて理解させる。



22

2

法に基づく

1

1

ついて理解させる。

1
41 21 20

イ 捜索差押
え指揮要領

2

薬物の所持品検査、採尿等に関する判例、拳銃の不法所持事処に関する判例を
させて、捜査手法の限界を理解させ

的捜査要領、捜査体制の編成及び捜索差
押え実施時の留意事項等を理解させ、模

査に係る捜索差押えの指揮要領を修得さ
せる。

ウ主要事
の捜査要領

（7） 麻薬特例

捜査手法
（1） 犯罪組織
による薬物
狙罪の捜査
要領

麻薬特例法に基づく捜査手法の活用要
領等を理解させる。

類定に基うき、貊罪組織による薬物の
密輸・密売事狙の捜査要領を修得させ
る。

（6）

査
外国人犯
罪捜査の現
状と課題 1

イ捜査要領

特別講座 特別講演

来日外国人罪の現状、国際組織犯罪
の実態、国外逃亡事案の実態、外国捜査
機関との協力、捜査共助及び被疑者の諸
権利の保護の在り方、通訳体制の整備に

ご想定に基ういて、真体的査要嶺、外
国人被疑者の取調べ上の留意事項、供述調書作成の表現要領について修得させ
る。
法医学医師又は検察官等の講義によ

合計



2

3 道路交通法

（1）

交通安全教育

（1） 道路交通法

23

2.5

1.5

6

2 0.5ついて理解させる。

0.5

及び交通事故に係る損害賠償制度につい

体系的な交通安全教育を理解させるとと

交通安全教育の重要性を認識させ、組

を理解させる。

3 3

科目

教授要目

交通警察運
営

交通安全教
育

令

交通実務

教授細目

72）

・（3）

交通管察の組
織と運営

交通事故と被
害救済制度

受傷事故防止

ア 察官の職
務権限
イ違法駐車対
策及び主要道
路交通法違反
の事実認定要
領

時限
教授目標

交通係長の役割と実施すべき諸対策に

交通替察の組織と運営：交通係長の立
場と、自ら実施すべき具体的な職務及び

」 部下を指揮してやらせるべき具体的な職
務を理解させる。
茭蓪事故葙談制度、茭通事故証明制度

て理解させる。

交通替察活動に伴う受傷事故防止につ
いて、交通係長の役割と責任を理解させ

0.5 0.5 るとともに、交通検問時の車両信止要領
や交通事故事件捜査時の規制要領等を修
得させる。

交通安全教育指針に基づく、段階的、
105もに、実習による交通安全講話の実施要
領を修得させる。

1 織的、体系的な交通安全教育の実施要領

想定に基づいて、交通安全講話の実施
0.5 要領等について修得させる。

道路交通法上における警察官の職務権
限、主要道路交通法違反の事実認定要領
及び道路関係法令について理解させる。

道路交通法上における察官の職務権
限について理解させる。
違法駐車対策法制について理解させ

る。



4

5

6

（1）

（1）

等の適正な管理

24

3

1. 1

2.51.5 1

2想定に基づいて

書類作成について修得させる。

0.5

1

0.5

1.5 るとともに、死亡事故、ひき逃げ事件等

交通事故統
計分析

交通指導取
締り

交通事故事
件捜査

（2） 交蓪蘭係法笭

交通事故統計分析

交通指導取締
り計画・管理
ア 取締り計
画・管理

7②）

イ交通反則通
告制度の運
用
香認事件等の
捜査要領

（②）

事故事件捜査

茭蓪事故事件
捜査の指揮
ア捜査指揮要
領

都市部における駐車違反問題の想定
事例に基づいて、違法駐車排除のための
取締り及び関係機関・団体との連携強化
要領を修得させる。

・無免許運転等の事実認定上問題となり
やすい点：
・酒酔い運転等の事実認定上問題となり
やすい点を修得させる。。
3 呼気検査拒否違反を立証するための

法の諸規定と道路交通法との関係等を理
解させる。
交通事故統計の正確性の保持及び交通

事故統計分析の重要性を理解させるとと
もに、基本的な分析要領及びその活用方
策を修得させる。
交通取締り管理の在り方と効果的な交通
取締り計画の策定要領を理解させるとと
もに、否認事件等を含めた交通法令違反
捜査要領を修得させる。

管内の交通事故の発生実態等の分析、
指導取締り方針の策定、実施した取締り
結果の効果検証、次期取締り方針への反
映というPDCAサイクルによる交通指
導取締り管理について理解させる。
交通反則通告制度運用上の留意点及び
交通反則切符等の審査要領を理解させ
る。
交通取締り及び機問等における各認事
件への対応と捜査要領を理解させる。
想定に基づいて、容認事件の処理及び

現場抗議の対処要領を修得させる。

115.5 5.5 事件の想定に基づいた捜査要領及び会状請求等各種捜査書類作成要領について修
得させる。
事故事件捜査管理、その在り方及び適
正な事故事件捜査管理方策等を理解させ
る。

指揮の要、捜査指揮の重要性及び捜
査実務上の具体的な留意事項を理解させ

重大事故事件の捜査指揮要領を理解させ
る。
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被害者支援

7

8

（1）

1

1

1

1.5 0.5

0.5

9

1.5 0.5

0.5

1

1

ひき逃げ事件の想定に基づいて、初動

ひき逃げ事件の想定に基づいて、認知

4

0.50.5 援施策の実施要領を修得させる。また、
交通事故被害者等の講話を聴講する機会

者支援の重要性について理解させる。

1

1

上の留意点について理解させる。

を理解させる。

解させるとともに、想定に基づき、交通

イ 事例研究
（ひき逃げ
事件）

ウ

（危険運転
致死傷罪適
用事件）

事故捜査
実習

（3）

（4）

外国人交通
事件捜査

暴走族対策

ア 注意義務
と因果関係

1信頼の原則」

外国人交通事件捜
査要領

暴走族対策

（②）* 共茼危険行為
等禁止違反等の
捜査要領

1

交通特殊事
件等捜査

交通特殊事件等捜
査要領

措置、捜査体制の確立、捜査方針の樹
立、現場検証により得た資料に基づく捜査要領、容疑者に対する内偵捜査要、
被疑者の逮捕と裏付け捜査要領を修得さ
せる。
危険運転致死傷罪適用軍件立証上の霤

意事項、捜査要領等を理解させる。

から被疑者検挙、身柄送致までの一連の
捜査過程における各種捜査書類作成要領
を修得させる。また、虚備の捜査書類作
成等に係る不適正事案防止のため、各種
捜査書類の訂正要領を修得させる。
交通事故事件被害者等に対する適切な

を設け、被害者等の心情に配意した被害

1

注意義務の内容、因果関係、非難可能
性等過失成立の構成要件について理解
させる。
矢苑理論における信頼の原則と捜査

外国人交通事件捜査の留意事項及び捜
査要領等について理解させる。
暴走族諸対策推進要領等を理解させる

とともに、実習による共同危険行為等禁止違反等の捜査要領を修得させる。
暴走族の現状と実態、特徴的傾向、暴

走族関係法令及び暴走族諸対策推進要領

共峝危険行為等禁止薘反事件の事前対
策及び認知から検挙までの共同危険行為
等禁止違反等の捜査要領を修得させる。

交通特殊事件捜査の基本的事項等を理

特殊事件等捜査要領を修得させる。

交通特殊事件の意義、態様、重要性及び捜査上の留意事項等について理解させ
る。
想定に基づいて、事件端緒がら被疑者

検挙までの捜査要領及び各種捜査書類作
成要領を修得させる。



26

10

11

12

13

14

高速道路交

15

（3）

（1） 運転免許制度

行政処分

（3）

運転者教育の

高速道路における

特別講演

4

3

1

1

0.5

0.5

3

1

1
1

1

1.5 1.5

2 2

関する基本的事項を理解させる。

手順等を理解させる。

運転免許制度、運転者対策等について理解させる。

運用上の課題、留意事項、運転免許試験

今後の課題について認識させる。

並びに適切な運転者教育の在り方につい

等の事例から、施策を実施する場合の問

理解させる。

り方等について理解させる。

に合わせた研修を実施する。

※
41 24.5 16.5

交通管理

運転者対策

交通安全施策

通警察
特別講座

校外研修

（1）

交通管理の基

本

交蓪規制

各種許可、証

明事務の取扱い
（4）

道路協議

の運用
2）

推進
交通安全施策の推
進

活動と交通管理

1

1

校外葹設見学

交通管理全般に関する基本的事項、交

通規制業務及び各種許可・証明取扱い要領を理解させる。

交通規制一般、交通安全施設、交通管
制、、ITS、交通情報等交通管理全般に

想定に基ういて、交通管理について修
得させる。
交通規制計画の策定、都道府県察本

部への交通規制上申要領、交通規制実施

道路使用、制限外積載、駐車、車庫証
明等の各種許可証明事務の取扱要領を理
解させる。
道路管理者等との協議の在り万等を運
解させる。

運転免許制度（国際運転免許証及び外
国運転免許証に係る制度等を含む。）の

制度及び指定自動車教習所制度の現状と

■行政処分手続の概要、意見の聴取制度
等及び不服申し立て制度並びに迅速的確
な行政処分推進上の留意事項を理解させ

1各種薬習内容及び議習におげる問題意

て理解させる。
各府県が独自に展開する交通安全施策

題点とその解決策、留意事項等について

高速道路の現状、法制度、広域交通管制の実施要領、先行対策等を理解させ

法医学医師、法曹関係者の講義によ
り、交通法医学、交通事件事故捜査の在

科学捜査研究所、交通指導課：交通鑑脳、連転免許センター見学等学校の実情

合計
教授細目基準時間に下線で示した教授細目では具体的な失敗対処方法について指導すること。
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2

3

4

5

6

7

（1）

（1）

73）

日本共産党と警察

（1）

（1）

（2）

1.5 1.5

10.5

2 2

ついて理解させる。

の心構え、留意事項を理解させる。

0.50.5

6.5 2.5 4

0.5

3

ついて理解させる。
日本共産党の本質等を理解させる。

立場について理解させる。

ついて理解させる。

科目

教授要目

♥備瞖察運
営

謷備情報活

動

警備法令

警備犯罪捜
査要領

共産主義運動
大衆・労働
運動

極左暴力集
団

警備実務

教授細目

（2） 謷備瞥察の組織と運営朁備葆安

（1）

（2）

瞀備情報活動

概論簪循情報活動実務

「（②）

刑法
特別法等

（1） 捜査の方法等

72）

74）

現塲捜査要領
捜査書類作宬
要領
厺判対策等

の立場

大衆・労働運
動の現状と謷察
の立場
芳働事件捜査
要領

極左理論

時限

計講後 等

教授目標

替備警察の責務、警備係長の役割等に

備瞥察の組織と運営、替備係長の立

場と役割を理解させる。
警備保安の重要性等を理解させる。瞽備情報活動の重要性等を理解させ

る。
•備情報活動の重要性及び係長として

7警備情報活動の実務を理解させる。

2

•備罪に適用される各種法令につい
て理解させる。

營備罪に適用される刑法について理

解させる。
警備罪に適用される特別法等につい
て理解させる。
謷備犯罪捜査・指揮要領について理解
させる。
聱備犯罪の具体的捜査要領、情報収集
要領及び指揮要領について理解させる。
類定に基づいて、現場採証・検挙要領

10.5 等の基本的捜査要領を修得させる。
定に基づいて、頭行人連捕手線着

10.5 等捜査書類の作成要領を修得させる。
公判対策、証人出廷の基本的事項等に

大衆・労働運動の現状及び大衆・労働
運動に対する察の立場について理解さ
せる。
大衆・労働運動の現状と察の基本的

想定に基づいて、基本的捜査要領を修
得させる。
極左暴力集団の現状及び極左諸対策に

極左暴力集団各派の歴史、変遷、組織
及び主要闘争等を理解させる。
「想定に基づいて、種査要領等について
修得させる。



8

9

10

12

13

（3）

（1）

73）

（1）

（1）

全保障に関する

（1）

3

2

20

2 1

0.5

0.5

0.5.0:5

2

国際テロ対策について理解させる。

サイバー攻撃の脅威とその対応につい

対策について理解させる。

特殊組織狙
罪対策

右冀運動等

謷衛·謷護

外事暋察

国際テロ

・サイバー攻
撃

極左諸対策

特殊組織犯罪対策

7②）

「（2）

（3）※

（4）

右翼運動等

若翼対策
若翼事件の取
締り

響衛の現状

警護の現状

謷衛活動要領

警謖活動要領

72）

（3）

対日有害活動
の実態と経済安

取組

外軍軍砰瘦査
要領
不法入国・不
法滞在事犯の取
締り要領

国際テロ情勢
国際テロ対策72）

（1） サイバーテロ
対策
サイバーイン
テリジェンス対
策

極左暴集団に対する諸対策を理解き
せる。
オウム真理教事件を通じ、特殊組織沢

罪対策業務の意義・重要性について理解
させる。
右翼運動の現状及び右翼対策等につい
て理解させる。

右翼の本質、活動実態等及び右派系市

想定に基ういて、取締り活動について
修得させる。
警衛・替護の現状及び活動要領につい
て理解させる。
營衛の重要性及び在り方を理解させ

る。
警護の重要性及び在り方を理解させ

「審衛の実施要領を連解させるととも
に、突発事案発生時の対応要領等を修得
させる。
警護の実施要領を運解させるととも

0.5 0.5に、突発事案発生時の対応要領等を修得
させる。

対日有責活動の実態、経済安全保障に関する取組、外事事件及び不法入国・不
法滞在事犯の取締り要領について理解さ
せる。

対日有害活動の実態、拉致問題対策、及び経済安全保障に関する取組を理解さ
せる。

想定に基づいて、外事事件の捜査・指
揮要領等を理解させる。
不法入国・不法滞在事の取締り要領

等を理解させる。

国際テロ情勢を理解させる。
国際テロに対する諸対策について運解

させる。

て理解させる。

サイバーテロの脅威とその対策について理解させる。
サイバーイデリジェジスの脅威とその



14

15

16

24

（1）

（1）

3

2

2

2
2

1

1

1
41 28.5 12.5

防災行政の仕組みを認識させるととも

理解させる。

治安・雑踏
暼備実施

災害警備

：特別講座

合計

72）

治安・雑踏營
備実施要領

現瑒活動要領

（②）

防災行政の仕
組みと関係法令
等自然災害・事

故災害等対策
特別講演

治安・雑踏替備実施要領について理解
させる。
治安・雑踏替備実施の意義、法的根
拠、実施要領（小型無人機対策を含

1

指揮要領等を修得させる。
災害替備実施要領について理解させ

る。

に、災害関係法令や災害の基礎知識等を

交害替備活動における平素の措置及び
自然・事故災害発生時の措置要領につい
て理解させる。

検察官の講義により、適正捜査について理解させる。



2

3

4

トレーニング

安全管理

（1）

30

1 0.50.5

0.5

健康の重要性を認識させ、日常生活に
おける生活習慣病の予防対策を始めとし
た健康管理について理解させる。

0.5 の各種トレーニングについて、職場で実
0.50.5

1

2

1

訓練により第一線の現場における効果的

困難な現場における具体的な対処方策を

7
職員及び国民の生命・身体の安全を確

保するため、被疑者からの様々な攻撃手

2

圧するための具体的な対処方法を修得さ

科目

体育

教授要目

合計

科目

教授要目

醬察礼式及
び小隊教練

柔道及び剣
道

逮捕術

総合対処法

体育

教授細目

健康管理及び体力

術科

教授細目

警察礼式及び小隊
教練

柔道・剣道訓練と

基本及び応用訓練
と安全管理

基礎訓練

時限
教授目標

計講義

「身体の調軽と体力の充実、同上のため

践できる能力を修得させる。

時限

7

教授目標

警察礼式、小隊教練を通して礼節、指
揮官（小隊長）としての意識を酸成する
とともに、号、部隊活動を修得させ
る。

訓練時の安全管理を理解させた上で、
な逮捕術の活用に直結する柔道（愛身、
投技：固め技）及び剣道（姿勢、構え、
体さばき、素振り等）の技能の向上を図

訓練時の安全管理を理解させた上で、
基本的な訓練により逮捕術の技能（防御

訓練、離脱訓練等）の向上を図るととも2 に、形にとらわれない近接対処訓練（刃
物攻撃、拳銃奪取等対処訓練）を通じて

修得させる。

段（打撃・ナイフ・日本刀・バット等

機材の活用判断とこれに基づき犯人を制

せる。
本訓練は、逮捕術及び拳銃の指導者の
ほか柔道及び剣道の指導者も指導にあた
ることとする。



5

6

31

（2）

5

き、被疑者からの様々な攻撃に対して、

5 1 4
安全管理

0.5

（3）
0.5

17

1

おける衛生管理対策の必要性を認識させ

とともに、拳銃等の安全な取扱いについ
ての指導、管理能力の向上を図る。

16

拳銃

救急法

想定訓練 第一線で発生し得る各種想定に基づ

職員が受傷することなく被疑者を制圧す
ることができるよう、基礎訓練で修得し
た対処法を用いた実戦的・実用的な訓練
を実施し、状況に応じた的確な対処要領

を集計せる糖術及び準統の指導者の
ほか柔道及び剣道の指導者も指導にあた
ることとする。

（1）

（2） 拳銃射撃

便用判断

応急手当等

けん銃の安全規則及び訓練時の留意
事項を理解させるとともに、美射訓練に

拳銃等の保管責任について説明する

応射撃訓練（慶撃ち、藤ち、高薬
ち、隠れ撃ち）；前後移動標的射撃訓練2装置による訓練等により、現場対応能力
の回上を図る。
拳銃使用について、法令に基づく根拠
と限界を理解させる。
1想定事例に基づき、薬の便用判断
等について討議させ、拳銃の使用判断能
力及び対処要領を修得させる。

2 2. 想定に基づく演技式訓練、映像射撃
訓練装置等による訓練により、使用判断
能力等を修得させる。

応急手当訓練等を実施し、救急法の知
識、術技の修得及び向上を図る。



（1）

7

（1）

3
理の基本について理解させる。

要性について理解させる。

1

73）

在り方について理解させる。

等の措置や刑事事件の処理について理解さ

の重大性を認識させる。

/

別添2

科目

管区瞽察学校及び道朁察学校巡査部長任用科教科課程教授細目基準

職務倫理

教授要目：

訓育

教授細目
時限

計調養
実習
等

（2）

実働の中核と
しての在り方・
心構え
国民から期待
される★察官像

2 最近の情勢
や謷察改革等
を踏まえた職
務倫理の基本 4

職務倫理の基
本

教授目標

実働の中核としての在り方及び心構えに
ついて自覚させ、職業人、組織人として、
国民から期待される察官像について理解
させる。
学校長等の訓育により、巡査部長の位置

付け、在り方及び心構えについて理解させ
るとともに、組織人としての在り方、期待
される普察官像について理解させる。

最近の情勢や替察改革等を踏まえ、国民
の視点に立った察活動の重要性を理解さ
せる。
また、贅察宜として備えるべき倫理観・
道徳観をかん養するとともに、職務倫理の
具体的実践事例から行動規範である職務倫

職務倫理の基本について、意義、目的及
び内容等について学習させ、部下を管理
し、自ら基本を実践するための心構えにつ
いて理解させる。
特に、民事問題等に対する警察の立場

や、世界人権宜言等の人権の国際的潮流、

種人権課題と人権に配意した職務執行の重

72） 誇りと便命感

藍察車例と教
訓

ち、確固たる使命感を培い、職責を遂行し

パワー・ハラスメントやセクシュアル・
ハラスメント等の非違事案を踏まえた執務
資料等により、最近の業務上の非違事案
（重点課題に関するもの）の発生原因、背
景及び事案に対して通常とられる懲戒処分

せ、非違・（規律違反）行為がもたらす事態



3

（4）

（5）

（6）

（1）

1

2 1 1

0.5

1

10
0.5

6 4

バランスの推進の重要性を認識させるとと

すい環境構築の重要性を認識させるととも

い環境構築の重要性を認識させる。

を求め、何を期待しているかを認識させるとともに、他の職業に求められる倫理を知

について理解させる。

務改善の重要性等について理解させる。

職務を適正に遂行していく上には、その
基盤として堅実な私生活が求められること
を理解させる。

者との交際の在り方、SNSやネットゲーム
への執着などが問題となることを認識させ

私生活についての想定に基づいて、その

堅実な私生
活

合計

（2）

働きやすい勤
務環境の構築

♥察に対する
国民の要請

適性かつ積極
的な謷察活動・
苦情の適正な処
理

I

堅実な私生活

非違事案の防
止

2

女性職員の活躍と全職員のワークライラ

もに、各種ハラスメントの防止等、働きや

に、各種ハラスメントの防止等、働きやす

部外評の評義により、国民が警察に荷

ることにより、自らの職務倫理について考
祭させ、「国民のための察」の在るべき
姿及び全体の奉仕者として与えられている
権限の重みを理解させる。

警察活動を実癒していく上で、相手の笑
場や心情を洞察することの大切さを認識さ
せ、適正な職務執行及び市民応接の重要性

また、贅察法等で定める苦情の意義、草情該当性の組織的判断、苦情を活かした業

過去の好事例、好流薬、教訓事例等に基
づいて、好事例等に至った要因、教訓事例
等の問題点、原因、防止策等を討議させ、
適正かつ積極的な警察活動の重要性につい
て修得させる。

職務に精励する上で、ギャンブルや部外

るとともに、ライフサイクルプランの荷立
及び見直しの意義や重要性を認識させ、堅
実な私生活の重要性を理解させる。

問題点、原因及び防止策等を討議させ、堅
実な私生活の重要性について修得させる。

現職資教材等を用いて、最近の私行上の
非違事案の事例（例：飲酒を伴うもの）を
具体的に認識させ、職務倫理の重要性を理
解させる。



（1）

（3）

（6）

（7）

18 2

2

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

3

に対する指導要領について理解させる。

事項について理解させる。

について理解させる。

させ、その対応を理解させる。

攻撃を受ける事件が連続的に発生した状況

適切な職務執行体制の確保の重要性につい

進方策及び個人情報の適正な取扱いについ

要について理解させる。

科目

教授要目

基本実務

基本実務

教授細目

受傷事故防止
対策

（2） 蜜置瞖運をめ
ぐる課題

（4）

警察会計をめ

ぐる課題
生活安警蔡
をめぐる課題

地域警察をめ
ぐる課題

（8）

荊事替薬をあ
ぐる課題

組織笵罪対策
をめぐる課題

交通簪薬をめぐ
る課題

時限

16

教授目標

皆察活動の各分野を取り巻く、課題、問題点等について理解させる。

殉職・受傷事案の発生原因、背景等を踏
まえ、受傷事故防止に関する諸対策と部下

交通務間等の現場を類定し、愛傷事故防
止要領について修得させる。

適正な審置業務を行うために、獲査と蜜
置の分離の意義のほか、逃走事故防止や被
留置者の人権に配慮した業務推進上の留意

適正な会計経理の遂行を図るため、検査
及び監査、捜査費経理等、察会計の概要

「生活安警察の現状、、、当面の課題を認識

交番での在所勤務中などに刃物等による

を踏まえ、交番等における安全確保、特に
皆察官の複数配置・勤務体制の構築など、

て理解させる。
職務質藺ど逐茴蓮絡の重要性、効的搉

て理解させる。
現在までの刑事•察の歩みを説明した上
で、最近の犯罪情勢の特徴と当面の課題を
理解させる。
組織罪対策の現状と当面の課題、狐罪
収益移転防止法、組織的犯罪処罰法等の概

交通案の現状を認識させ、交通法改正要点、交通指導取締りの重要性、指導取

締り要領、行政処分手続の概要、受傷事故防止要領等について理解させる。・また、交
通指導取締りにあたっては、管内の交通事
故の発生実態等の分析、指導取締り方針策

よる交通指導取締り管理について理解させ
る。



（9）

（12）

713）

（16）

4

0.5

0.5
たな刑事司法制度について、これを踏まえ

0.5

2
支援活動等について修得させる。

1

1

び適正な処理等について理解させる。

解させ、その対応について修得させる。

要性について認識させる。

キュリティ対策について理解させる。

知識について理解させる。

18162

（10）

7ii）

（14）

（15）

（i7）

合計

警胥警察をめ
ぐる課題

新たな刑事司
法制度の概要

警備警察の現状．経済安全葆障等を含め
当面の課題を認識させ、その対応を理解
させる。
”取調べの録音・録画制度を始めとする新

た対応の在り方、制度の背景や意義、醬察
捜査への影響等を理解させる。

訪日外国入等が我が国の良好な浴安を体国際的な瞀蔡

活動
笵罪被害著等
支援

罪被害者等の人権への十分な配慮・資
担の軽減の必要性や心身の状況等の理解を
深め、犯罪被害者等に配慮した捜査活動や

の対応要領

ア瞀察安全
相談等への
対応

1人身安全
関連事案へ
の対応
ウ被害届、
告訴・告発
の取扱い

情報公開・個
人情報保護
蒨報モギュリ

ティ対策
サイバーセ

キュリティ概論

サイバー事案
対処に必要な基
礎的知識

察に寄せられる各種相談に関して、消
該業務の重要性、配意事項、確実な組織的
対応、受理後の迅速・的確な処理（事件化
を含む。）及び関係機関との連携等の在り
方を理解させる。

大安全関運事案への対応要領、蜜意事
項等について理解させる。

迅速・確美な被書届の受理について理解
させるとともに、告訴・告発の意義、効
果、要件、事件相談、受理上の留意事項及

情報公蘭・個入情報葆護制度の概要を運

警察におげる情報セキュリディ対策の重

サイバー空間の脅威情勢、サイバーセ

サイバー事案対処に必要となる基礎的な



（1）

（6）

168.5 7.5点、留意事項等について理解させる。

0.5
い、その重要性について理解させる。

0.5

捜査を推進するための留意事項を修得させ

1

代表者聴取について理解させる。

1

1

び保管管理について理解させるとともに、

義・重要性について理解させる。

科目

教授要目

捜査手統指
揮

捜査実務

教授細目

7②）

司法察員の
権限緻密かつ適正

な捜査の推進

3）" 適正な取調べ
の在り方

（4） 冣調べ要領

（5） 証拠

（⑦）

接見交蓪

在意捜査

（8） 職務質問、デ
持品検査

時限
教授目標

製習
等

司法替察員として、捜査実務に携わる際
の基礎的知識の理解、捜査手続上の問題

司法察員と司法巡査との権限上の違

適正香の意義・重要性、基礎的知識に
ついて理解させるとともに、無罪事件・誤
認逮捕等の事案を引用し、緻密かつ適正な

る。
適正な取調べの在り方について真体的事
例に基づき理解させ、取調べについての問
題意識を醸成するとともに、被疑者取調べ
監督制度等の各種の取調べ適正化施策につ

記憶の過程及び記憶を想起させるための
技法を含め、心理学的知見を踏まえた取調
べ手法、録音・録画を実施する場合の留意
事項等について理解させ、実習を通じて効
果的な発問方法等を修得させる。

1

1

与える影響」、保管禁止」等、証拠物件の適正な取扱い及

各種捜査書類の刑訴法上の証拠としての意

想定に基づいて、被逮捕者の処選、接見
交通をめぐる問題点等を修得させる。
在意香上の不適正事例を中心に、在意

同行をめぐる問題点＆生意同行の貿意事項、任意捜査の限界等を理解させる。
想定に基づいて、任意同行の留意事項、
任意捜査の限界等について修得させる。

想定に基づき、職務質問、所持品査の
実施要領等について修得させる。



（1）

73）

逮捕・勾留

1

1

物を発見した場合の措置等について理解さ

した場合の措置等について修得させる。

1

1

10

1

現場に先着した際の措置について理解させ

1

1

-2 初動瞽察及
び初動捜査活
動

（⑨）

（10）

（11）

（12）

「（②）

捜索・差押
え・検証

送致手藐

捜査と公判

初動朁察及び
初動捜査の重要
性
初動瞽察及び
初動捜査の方法

現塲葆荐等美
施要領

職務質問及び職務質問に付随して行う所
持品検査の問題点及び適正な刑事手続につ
いて理解させる。
現行貊逮蒱・準現行犯逮捕・緊急逮捕の
要件、問題点、勾留の留意事項について理
解させる。

想定に基づいて、現行苑逮捕・準現行苑

逮捕・緊急逮捕の要件、勾留の留意事項等について修得させる。
捜素・差押え・検証を行うに当たり、冷
状の執行手統、令状請求書の記載要件、金

状の提示、立会、必要な処分、令状の効力の及ぶ範囲、身体捜索、令状記載物以外の

せる。

「想定に基づいて、状の効力の及ぶ範
囲、身体捜索、令状記載物以外の物を発見1
想定に基ついて微罪処分、身送致手統
等について修得させる。
*公判手続の概要、復査により得られた証
拠物の証拠能力と証明力に関する問題、公
判における捜査書類及び察官による証人
出廷による立証について理解させる。

事案発生時の初動警察及び初動捜査の重
2.5 7.5 要性、各措置格び現場保存の実施要領につ

いて理解、修得させる。

事案発生時の初動警察及び初動捜査の重
要性、目的、留意事項等について理解させ

事認知時の措置、現場急行時の措置、

る。
重要事件の想定に基づいて、初動捜査活
動要領、現場保存要領について修得させ

現場葆荐の意義、童要性及び重要事件現

場における立入制限、指掌紋、足痕跡、DNA型鑑定資料等現場鑑識資料の破壊防

止・保存要領、写真撮影、<察大活動、捜査用似顔絵等について理解させる。

屋内及び屋外の想定事件に基づいて、薬

一臨場者が現場に立ち入る際の留意事項、具体的な現場保存要領について修得させ
る。



4）

3

73）

5

0.5 0.5

14 3.510.5を理解させるとともに、捜査書類作成能力
の向上を図る。

3 想定に基づいて、実況見分調書を作成させ

0.5

0.5調書を作成させる。

1 捜査報告書を作成させる。

1
項について理解させる。

上の留意事項を理解させるとともに、逮捕
1

留意事項について理解させた上、上記の想

1 11
を作成させる。

現塲対応摺置

（5） 無線蓪話

捜査書類作
成、検討

7i）
の作成

（②） 参考入袛述謫
書の作成

（4）

6）

捜査報香書の
作成

逮捕手続書の
作成

逮蒱状等請求
書、弁解録取書
・の作成

供述調書の作
成要領

押収関係書類
の作成

第一線の現場の取扱い状況や教訓とすべ
き事案等を題材とした想定に基づき、無線

部長として必要な事案対応要領を修得させ
る。
地域審薬デジタル無線システムの機能
（動態管理、文字情報等）及び活用方法を
理解させる。また、現場活動に従事する警
察官として報告要領、至急通話及び飛び越
え報告要領等を修得させる。

事件発生から検挙、解決に至る一連の捜
査書類等について、その意義、留意事項等

実況見分調書の意義・目的、作成上の
般的留意事項、実質的内容に対する留意事
項、具体的調書作成要領について理解させ
る。
模擬現場を設定し、空きねらい事件の

る。
参考人の取調べ技術を高めるための種
手法及び参考人供述調書の意義、根拠、作
成要領について理解させる。

上記の定事件に基づいて、参考人供述

上記の想定事件に基づいて、

の意義、作成要領を理解させるとともに、

緊急逮捕手続書の意義、不成上の蜜意事

上記の想定事件に基づいて、緊急逮捕手
2 続書を作成させる。

※正記の想定事件に基ういて、意義、作成

状等請求書、弁解録取書を作成させる。

供述調書の性格、作成要領及び作成上の

定事件に基づいて、簡易書式例又は基本書
式例による被疑者及び参考人の供述調書を
作成させ、その要領を修得させる。

上記の想定事件に基づいて、揮取関係書
類を作成させ、意義、種類、作成上の留意

事項を理解させるとともに、押収関係書類



（8）

4
（1）

（3）

※

まとめ方について修得させる。

3 3

デジタル・

ネットワーク

防犯カメラ等の画像、携帯電話の通話履

て認識させる。また、これらの情報に加

法について理解させる。

のための電磁的記録の解析技術及びその手

時の留意事項等について理解させる。

（LAN）・等のネットワークに関する技術に
ついて理解させる。

4317.5 25.5

情報分析手
法及びデジタ
ル・フォレン
ジックの基礎

（2）

送致蘭係晝蘋
の作成・まとめ

上記の想定事件に基づいて、事件送致関
係書類を作成させるとともに、捜査書類の

情報分析手法

フォレンジック
の基礎

解析技術

歴等の迅速かつ確実な収集の必要性につい

え、犯罪手口情報等を活用した総合的な情
報分析の手法を修得させるとともに、警察
共通基盤システムによる各種業務の活用方

デジタル・フォレンジック（罪の立証

続）を捜査へ活用することの必要性につい
て認識させるとともに、捜索、差押え時の
パソコン等の取扱要領、検証（実況見分）

インターネット及び小規模ネットワーク

教授細目基準時間に下線で示した教授細目では具体的な失敗対処方法について指導すること。



4

4

4

4

4

コースのうち必要なコースを設け、不得意

コースのうち必要なコースを設け、不得意

4

科目 重点補強講座

時限
教授要目

重点補強講座

教授細目 教授目標

4
生活安全暼察分野

地域瞽察分野

刑事瞽察分野

交蓪警察分野

謷備警察分野

4

生活安全関係行政事務概論、少年事件捜
査要領、福祉処捜査要領、風営適正化法違
反等風俗関係事犯の取締り、生活経済事犯
に係る取締り要領、サイバー処罪対策の

業務の克服を図る。

現場活動に従事する察官として第一

報、第二報の報告要領、急訴事案を認知した際における至急通話及び飛び越え報告等
無線通話要領、職務質問実施上の着眼点の

業務の克服を図る。
暴力団及び匿名・流動型苑霏グループへ
の対策、薬物銃器取締り、来日外国人罪
捜査、マネー・ローンダリング対策、死体
観察、各種捜査書類作成要領、鑑識諸活
動、知能狙捜査のコースのうち必要なコー
スを設け、不得意業務の克服を図る。

茭蓪事故事茌瘦査要嶺、茭蓪揸導取締

克服を図る。
日本共産党の基本的性格と警察の立場、
極左暴力集団の動向と対策、右翼等の動向
と対策、特殊組織犯罪対策、対日有害活動の実態、拉致問題対策、経済安全保障に関
する取組、不法滞在事処等の取締り要領、
国際テロの現状と諸対策、災害と察活動
のコースのうち必要なコースを設け、不得
意業務の克服を図る。

注 各授業細目におけるそれぞれのコース時限は2時限とし、学生には2コースを受講させるも
のであるため、科目の時限数は4時限となる。



（1）

10

64.5 1.5

0.5

1

力、責任を有する者としての役割について
理解させる。

05責任を有する者としての役割について修得

養の重要性・必要性について理解させる。

の病気に関する知識、メンタルヘルス不調

0.5

する団体の目的及び最近の傾向を明らかに
するとともに、、これらに対する対応要領に
ついて理解させる。

科目

教授要.目

巡査部長の職務

巡査部長の職務

教授細目

巡査部長の立
場、役割

「②②） 職務捂導

（③） 菔務者導

（④）

（5）

心の健康づく
り、健康管理

職務専念義務

時限
教授目標

実働の中核としての巡査部長の立場と役

な広報対応等についても理解させる。

第一線の実働の中核たる巡査部長として
の立場、自ら率先して職務執行に当たる能

■想定に基づいて、必査部長としての立場、自ら率先して職務執行に当たる能力、

させる。

職務清導の実践、準備、真体的進め方を
説明し、方法、目指すべき指導者像を理解
させる。また、業務上の失敗への対処に関する教

想定に基づいて、職務指導の美践、準

10.5 備、具体的進め方、方法、目指すべき指導者像について修得させる。

現葎保持の重要性、巡査部長としてとる

べき措置・対応、非違事案の防止、部下の問題点の把握、効果的な身上指導を理解さ
せる。

※想定に基づいて、類補保持の重要性、整

身上指導について修得させる。

心の健康づくりの重要性を認識きせ、応

者への対応要領等について理解させる。

贅察職務に優先して、行動、服従を要求



1/

0.5

ことを認識させるとともに、報道機関の供

を理解させる。

6 4.51.5

朁察広報の意
義と巡査部長の
役割

組織的な討に基づく国民への適時適切
な情報提供が警察活動遂行上不可欠である

組みと役割、守秘義務との調和について学習させ、贅察広報における巡査部長の役割

合計



2

3

4

トレーニング

安全管理

1 0.5 0.5

0.5

健康の重要性を認識させ、日常生活にお
ける生活習慣病の予防対策を始めとした健
康管理について理解させる。

0.5各種トレーニング法を修得させる。

0.5.0.5

1

1

2

1

1

2

現場における具体的な対処方策を修得させ

7 7

科目

体育

教授要目

合計

科目

教授要目

響察礼式及
び分隊教練

柔道及び剣
道

逮捕術

総合対処法

体育

教授細目

健康管理及び体力

術科

教授細目

響察礼式及び分隊
教練

柔道・剣道訓練と

基本及び応用訓練
と安全管理

時限
教授目標

真体の調整と体力の充実、同上のための

時限

計
教授目標

実習
等

響察礼式、分隊教練を通して礼節、指揮
官（分隊長）としての意識を醸成するとと
もに、号令、部隊活動を修得させる。

訓練時の安全管理を理解させた上で、訓練により第一線の現場における効果的な逮
捕術の活用に直結する柔道（受身、投技、
固め技）及び剣道（姿勢、構え、体さば
き、素振り等）の技能の向上を図る。

訓練時の安全管理を理解させた上で、基
本的な訓練により逮捕術の技能（防御訓
練、離脱訓練等）の向上を図るとともに、
形にとらわれない近接対処訓練（刃物攻
撃、拳銃奪取等対処訓練）を通じて困難な



5

6

13

（1） 職員及び国民の生命・身体の安全を確保
するため、被疑者からの様々な攻撃手段

被疑者からの様々な攻撃に対して、職員が
受傷することなく被疑者を制圧することが

5 1 4
（1） 安全管理

0.5

（3） 0.5

17

2

1

限界を理解させる。

1

16

拳銃

救急法

合

基礎訓練

（2） 想定訓練

股、盾、特殊戒用具等）の有無・種類に

2 応じた打撃技、拳銃、装備資機材の活用断とこれに基づき犯人を制圧するための具
体的な対処方法を修得させる。
本訓練は、逮捕術及び拳銃の指導者のほ
か柔道及び剣道の指導者も指導にあたるこ

点葉線で発生し得ち客種類定に基づき、

できるよう、基礎訓練で修得した対処法を
用いた実戦的・実用的な訓練を実施し、状

5 況に応じた的確な対処要領を修得させる。
本訓練は、逮捕術及び拳銃の指導者のほ
か柔道及び剣道の指導者も指導にあたるこ
ととする。

けん銃の安全規則及び訓練時の留意事項

菶銃射擊

便用判断

応急手等

2

応用射撃訓練（藤撃ち、藤撃ち、高撃
ち、隠れ撃ち）、前後移動標的射撃訓練装
置による訓練等により、現場対応能力の向
上を図る。

銃使用について、法令に基づく根拠と

「定事例に基づき、拳銃の使用判断等
について討議させ、拳銃の使用判断能力及
び対処要領を修得させる。
2想定に基づく演技式訓練、映像射撃訓
練装置等による訓練により、使用判断能力
等を修得させる。

応急手当訓練等を実施し、救急法の知
識、術技の修得及び向上を図る。


